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＜次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画＞

宇都宮市教育委員会　楽しい子育て応援計画（教職員版）
（計画期間：平成２２年度から平成２６年度まで）

宇都宮市教育委員会　　　　
Ⅰ　総論

１　目的

急速な少子化の進行は，消費の減少や労働力供給の減少等による経済成長率の低下のおそれや，人口に占める高齢者の割合を高め，社会保障に係る現役世代の負担が増大するといった経済面での影響に加え，子ども同士の交流の機会が減少し，子ども自身の健やかな成長に影響を及ぼすといった社会面での影響もあるなど，今後のわが国の経済社会の様々な分野に深刻かつ重大な影響を及ぼすものである。

こうした状況を踏まえ，政府は「次世代育成に関する当面の取組方針」を決定し，従来の保育サービスの充実をはじめとした「子育てと仕事の両立支援」に加え，「男性も含めた働き方の見直し」，「地域における子育て支援」，「社会保障における次世代育成支援」及び「子どもの社会性の向上や自立の促進」の４本の柱に沿って，改めて，政府・地方自治体・企業等が一体となった取組を進めることとした。

宇都宮市教育委員会では,平成１５年７月に公布された「次世代育成支援対策推進法」に基づき，平成１７年度に教職員版の「特定事業主行動計画」を策定し，宇都宮市立小・中学校の県費負担教職員について，子育てに関する推進体制の整備を図ってきたところであるが，平成２１年度に計画期間が終了となることから，次期行動計画を策定するものである。

宇都宮市教育委員会においては，次世代育成支援は今後の重要な課題であると認識し，宇都宮市立の小・中学校に勤務する教職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう，教職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため，本行動計画を策定し，公表することとする。

２　計画期間

平成２２年度から平成２６年度までの５年間とする。
３　本計画の対象となる職員
宇都宮市立小学校及び中学校の県費負担職員（校長，副校長，教諭，養護教諭，学校栄養職員及び事務職員（以下「教職員」という。））
ただし，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する「特別職」並びに地方公務員法第２２条第５項及び地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第２号及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号）第３条第１項により任用された者については，原則として本計画の対象から除くものとするが，適用が可能な項目については対象とする。

４　計画の推進体制

⑴　次世代育成支援対策は，宇都宮市教育委員会において事業を推進する。

⑵　宇都宮市教育委員会教育長は，校長やその他教職員に対し，次世代育成支援対策に関する研修・講習，情報提供等を実施する。

⑶　宇都宮市教育委員会教育長は，啓発資料の作成・配付，研修・講習の実施等により，行動計画の内容を教職員に周知する。

⑷　年度毎に，本計画の実施状況についてホームページ等に公表する。

Ⅱ　具体的な計画の内容

１　教職員の勤務環境に関するもの

⑴　妊娠中及び出産後における配慮

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている制度（特別休暇，出産費用の給付等の経済的支援措置，妊娠中の職員の超過勤務の制限等）について，子育て応援ハンドブック等の配付により周知する。また，妊娠中の職員の健康や安全に配慮するよう，校長は必要に応じて校務分掌等の見直しを行う。
⑵　子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進

取得対象である男性職員に対し，特別休暇等（妻の出産・育児参加休暇等）の取得促進について子育て応援ハンドブック等の配付により周知する。また，校長や事務職員に対し，制度に関する周知を行う。
⑶　育児休業等を取得しやすい環境の整備

ア　育児休業等制度の周知

育児休業等の取得手続や経済的な支援などについて，子育て応援ハンドブック等により対象職員に周知するとともに，特に男性教職員においても，短期間であっても育児休業等が取得可能であることを，校長に対して，周知を行い，育児休業等の取得を促進する。
イ　育児と仕事の両立を支援する制度の充実
子育て支援制度を充実し，より育児と仕事の両立を支援できる環境整備を図る。

ウ　育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成

育児休業等の取得の申出があった場合，校長は当該学校において校務分掌等の見直しを行うなど，教職員が育児休業等を取得しやすい環境整備に努める。
エ　育児休業を取得した教職員の円滑な職場復帰の支援

育児休業中の教職員に対して休業期間中に必要な情報の提供等を行い，職場復帰に向けた相談窓口を各学校に設けるとともに，育児休業明けにはＯＪＴ研修等を実施し，円滑な職場復帰を支援する。

オ　産前産後休暇及び育児休業等に伴う産休・育休補充教職員の配置
産前産後休暇及び育児休業中の教職員の業務を遂行するため，産休・育休補充教職員としてふさわしい資質のある代替要員の配置に努める。
⑷　深夜勤務の制限
ア　小学校就学始期に達するまでの子どものいる教職員の深夜勤務の制限の制度の周知

小学校就学始期に達するまでの子どものいる教職員の深夜勤務を制限する制度について，教職員に周知する。

⑸　年次休暇の取得の促進

ア　年次休暇取得キャンペーン等の実施
各学校の実情に合わせて，学校ごとに期間を定めて休暇取得促進キャンペーン等を実施し，取得促進の周知を図る。

イ　年次休暇取得計画表の作成

各学校において，教職員が年間の年次休暇の取得目標日数を設定し，長期休業等の前に休暇取得計画表を作成することにより，計画的な年次休暇の取得促進を図る。
ウ　記念日等における休暇取得促進

入学式，卒業式，授業参観，学習発表会，運動会等の学校行事や子どもの予防接種実施日，家族の記念日等，子育てや家族のための年次休暇の取得促進を図る。

エ　連続休暇等の取得促進

長期休業中に併せて年次休暇を取得し，１週間連続の年次休暇の取得促進を図る。
オ　子どもに関する地域活動等のための休暇取得の促進

自治会や地域の自主的な団体等による，子どもを対象に行う地域活動等に対し，教職員が積極的な参加を促進できるよう，年次休暇の取得促進を図る。

【数値目標】　（達成目標年度：平成２６年度）
１　育児休業等・育児に関する特別休暇等の取得率

男性　１００％，女性　１００％

（育児休業等・育児に関する特別休暇等：育児休業，部分休業，育児時間休暇，
男性職員の育児参加休暇，妻の出産休暇）
２　職員一人あたりの年次休暇の全職員における平均取得日数

１５日

２　その他の次世代育成対策に関する事項

⑴　人事異動等についての配慮
人事異動等については，産休・育休・子育て中の教職員に配慮する。
⑵　教職員の家庭における教育力の向上

教職員の家庭教育への理解と参画を促進するため，家庭教育に関するイベント，講座などの情報提供を行う。
⑶　過度な職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

教職員がバランスよく職場，家庭，地域社会に参画できるよう，職場優先の環境や，固定的な性別役割分担意識等の是正のため，研修や情報提供等を実施する。
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